
   宮古市私道等整備事業補助金交付要綱 

令和元年６月 21日告示第 11 号 

令和元年 11 月 18 日告示第 71 号 

令和２年 10 月５日告示第 158 号 

令和４年３月 29日告示第 80 号 

 令和６年３月 29 日告示第 76号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内の私道等の整備を促進し、生活環境の向上及び交通安全に資す

るため、私道等の整備を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

ることに関し、宮古市補助金交付規則（平成１７年宮古市規則第６７号｡以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 私道 国及び地方公共団体以外の者が所有し、かつ、管理している道路であって、

現に一般の交通の用に供しているものをいう。 

(2) 法定外公共物 道路法（昭和２７年法律第１８０号）の適用を受けない道路であっ

て、市が所有しているものをいう。 

(3) 私道等 私道及び法定外公共物をいう。 

 （補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、この告示により

私道等の整備を行う者であって、当該私道等に面する家屋に居住する者のうちから選任

されたものとする。 

（補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のいず

れかに該当する事業とする。 

(1) 私道等の舗装の新設又は改良 

(2) 私道等に付随する排水施設の新設又は改良 

(3) その他私道等を整備するために市長が必要と認める事業 

２ 補助事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。 

(1) 私道等の幅員が１．８メートル以上あること。  

(2) 私道等の両端又は一端が公道に接していること。 

(3) 私道等に面して２戸以上の家屋が現存していること。  

(4) 不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第１４条第１項又は第４項の規定によ

り登記所に備える地図又は地図に準ずる図面により、私道等に接する土地の境界が明

らかであること。 

(5) 工事の支障となる所有者が不明な構造物等がないこと。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、補助事業とすることがで

きる。 

（補助金の交付額） 



第５条 補助金の交付額は、次の表の左欄に掲げる整備の区分に応じ、補助事業に要する

経費に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額）とする。ただし、その額が同表の右欄に掲げる上限

額を超える場合は、同欄に掲げる額とする。 

整備の区分 率 上限額 

(1)私道のみを整備する場合 ３分の２ ４００万円 

(2)私道等を整備する場合（前号に掲げる

場合を除く。） 
４分の３ ４５０万円 

 

 （事前協議） 

第６条 交付対象者は、この告示による補助事業を行おうとする場合には、あらかじめ市

長に協議しなければならない。 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第４条に定める申請書及び市長が定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 宮古市私道等整備事業補助金交付申請書（様式第１号） 

(2) 宮古市私道等整備事業申請者届出書（様式第２号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（交付決定通知） 

第８条 規則第７条の規定による通知は、宮古市私道等整備事業補助金交付決定･不交付

決定通知書（様式第３号）によるものとする。 

 （変更等の承認申請） 

第９条 規則第６条第１項第１号から第３号までの規定に基づき市長の承認を受けようと

する場合は、宮古市私道等整備事業変更（中止、廃止）承認申請書（様式第４号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請があった場合において、市長がこれを適当と認めたときは、当

該申請をした者に対し、宮古市私道等整備事業変更（中止、廃止）承認通知書（様式第

５号）により通知するものとする。 

（補助事業の施行） 

第１０条 補助事業は、市営建設工事の請負契約に係る指名競争入札及び条件付一般競争

入札の参加者の資格等に関する規程（平成１７年宮古市告示第１５号）により資格を認

定された業者又は市内に主たる事務所若しくは本店を有する業者が施行しなければな

らない。ただし、交付対象者自ら部分的な路面の整備を施行する場合は、この限りでな

い。 

 （補助事業着手の届出） 

第１１条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定を

受けた日から１月以内に補助事業に着手するものとし、補助事業に着手する前に宮古市

私道等整備事業着手届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１２条 規則第１３条の規定による報告は、宮古市私道等整備事業実績報告書（様式第



７号）によるものとする。 

 （検査） 

第１３条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、１４日以内に検査をしなければ

ならない。 

２ 市長は、検査の結果不適合と認めたときは、直ちに工事のやり直しを補助事業者に命

じることができる。 

（補助金の額の確定） 

第１４条 規則第１４条の規定による通知は、宮古市私道等整備事業補助金額確定通知書

（様式第８号）によるものとする。 

 （補助金の請求） 

第１５条 規則第１６条本文の請求は、宮古市私道等整備事業補助金請求書（様式第９号）

によるものとする。 

 （書類の保存） 

第１６条 補助事業者は、当該補助事業に係る書類を整備し、補助金の交付の決定を受け

た日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

附 則 

１ この告示は、令和元年６月２１日から施行する。 

２ この告示による改正後の宮古市私道等整備事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度

の予算に係る補助金から適用し、平成３０年度までの予算に係る補助金については、な

お従前の例による。 

３ 平成２８年台風第１０号により被災した私道等に係る令和２年度分及び令和３年度分

の補助金については、第５条中「得た額（その額に１，０００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）」とあるのは「得た額」と、同条第１号中「２分の１」

とあり、及び同条第２号中「４分の３」とあるのは「１０分の１０」とする。 

４ 令和元年台風第１９号により被災した私道等に係る令和元年度分から令和３年度分ま

での補助金については、第５条中「得た額（その額に１，０００円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額）」とあるのは「得た額」と、同条第１号中「２分の１

」とあり、及び同条第２号中「４分の３」とあるのは「１０分の１０」とする。 

   附 則 

 この告示は、令和元年１１月１８日から施行する。 

   附 則 

この告示は、令和２年１０月５日から施行する。 

  附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この告示による改正後の宮古市私道等整備事業補助金交付要綱の規定は、令和６年度

の予算に係る補助金から適用し、令和５年度までの予算に係る補助金については、なお

従前の例による。 

 



様式第１号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

宮古市長  あて 

 

申請者  住 所  

 

氏 名               

 

電 話 

 

宮古市私道等整備事業補助金交付申請書 

 

    年度において、宮古市私道等整備事業を実施したいので、宮古市補助金交付規則

により、関係書類を添えて、下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 私道等の所在地 宮古市                            

 

２ 私道等の内容  延長=     m  幅員=   m  家屋数=   戸 

 

３ 事業の内容                             

 

４ 事業の総額                           円 

 

５ 補助金申請額                          円 

 

６ 補助事業の着手（予定）及び完了（予定）年月日 

着手（予定）      年  月  日 

完了（予定）      年  月  日 

 

７ 添付書類  

 (1) 位置図 

 (2) 計画平面図 

 (3) 縦断図 

 (4) 横断図 

 (5) 公図の写し 

 (6) 土地使用承諾書 

 (7) 工事見積書 



様式第２号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

宮古市長  あて 

 

申請者  住 所  

 

氏 名               

 

電 話 

 

宮古市私道等整備事業申請者届出書 

 

宮古市私道等整備事業補助金の交付申請をするにあたり、下記の者から申請者として選

任されましたので届出します。 

 

氏    名 住    所 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

 宮古市指令 第   号  

住 所                

氏 名                

 

宮古市私道等整備事業補助金交付決定・不交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった宮古市私道等整備事業補助金について、次の

とおり交付決定・不交付決定したので、宮古市補助金交付規則第７条の規定により通知し

ます。 

     年  月  日 

  宮古市長            

 

１ 補助金交付決定額            円 

 

２ 交付の条件又は不交付決定の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

宮古市長  あて 

 

補助事業者 住 所  

 

氏 名               

 

電 話 

 

宮古市私道等整備事業変更（中止、廃止）承認申請書 

 

    年  月  日付け宮古市指令 第  号で補助金の交付の決定を受けた宮古市

私道等整備事業に係る補助事業の事業計画を、次のとおり変更（中止、廃止）したいので、

宮古市私道等整備事業補助金交付要綱第９条の規定により、承認を申請します。 

 

 

１ 変更（中止、廃止）の理由 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第９条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

 宮古市長            

 

 

宮古市私道等整備事業変更（中止、廃止）承認通知書 

     年 月 日付けで承認申請のあった宮古市私道等整備事業に係る補助事業の事

業計画の変更（中止、廃止）について、これを適当と認めたので、宮古市私道等整備事業

補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１１条関係） 

 

  年  月  日 

 

宮古市長  あて 

 

補助事業者 住 所  

 

氏 名                

 

電 話 

 

宮古市私道等整備事業着手届 

 

  年  月  日付け宮古市指令 第  号で補助金の交付の決定を受けた宮

古市私道等整備事業に着手するので、宮古市私道等整備事業補助金交付要綱第１１条の規

定により下記のとおり届けます。 

 

記 

 

１ 補助事業の着手及び完了（予定）年月日 

着手         年  月  日 

完了（予定）     年  月  日 

 

２ 事業請負者 

住  所 

会 社 名 

代表者名 

電  話 

 

３ 添付書類 

  請負契約書の写し又は見積書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１２条関係） 

 

  年  月  日 

 

宮古市長  あて 

 

補助事業者 住 所  

 

氏 名               

 

電 話 

 

宮古市私道等整備事業実績報告書 

 

  年  月  日付け宮古市指令第  号で補助金の交付の決定を受けた宮古

市私道等整備事業が完了したので、宮古市補助金交付規則第１３条の規定により、関係書

類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額           円 

 

２ 補助事業の実施期間      年  月  日から 

  年  月  日まで 

 

３ 添付書類 

 (1) 竣工図 

 (2) 写真帳 

 (3) 請求書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１４条関係） 

 宮古市指令 第   号  

住 所                

氏 名                

 

宮古市私道等整備事業補助金額確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった宮古市私道等整備事業補助金について

は、宮古市補助金交付規則第１４条の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 

     年  月  日 

  宮古市長            

確定補助金額   金         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第１５条関係） 

 

  年  月  日 

 

宮古市長  あて 

 

補助事業者 住 所  

 

氏 名               

 

電 話 

 

宮古市私道等整備事業補助金請求書 

 

    年  月  日付け宮古市指令 第  号で補助金の交付額の確定を受けた宮古

市私道等整備事業補助金について、次のとおり請求します。 

 

請求金額   金       円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振込金融機関 名   称                 

 

口座名義人                 

 

口座番号 普通預金             

 


